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令和４年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について 

 

調査結果の要旨   以下、（  ）内は前年度 右は前年度との差 

（１）暴力行為の状況 

  ①発生件数         

・ 小 学 校    １８１件（ １３８件）  ＋４３件   

・ 中 学 校      ８１件（  ６２件）  ＋１９件 

・ 高等学校       ４１件（  ３１件）  ＋１０件 

 合  計     ３０３件（ ２３１件）  ＋７２件   

  

【暴力行為の内訳】 

ア 「対教師暴力」       

・ 小 学 校      ２３件（   ２５件）  － ２件 

・ 中 学 校       １７件（    ６件）  ＋１１件 

・ 高等学校         ３件（   ２件）  ＋ １件  

 合  計      ４３件（  ３３件）  ＋１０件 

 

イ 「生徒間暴力」      

・ 小 学 校    １２０件（  ８０件）  ＋４０件 

・ 中 学 校      ５３件（   ３６件）  ＋１７件 

・ 高等学校       ２７件（   ２２件）  ＋ ５件  

 合  計     ２００件（ １３８件）  ＋６２件 

 

ウ 「対人暴力」          

・ 小 学 校         ４件（    ２件）  ＋ ２件 

・ 中 学 校         １件（    ５件）  － ４件 

・ 高等学校          ０件（    ０件）  ± ０件  

 合  計       ５件（   ７件）  － ２件 

 

エ 「器物損壊」         

・ 小 学 校      ３４件（   ３１件）  ＋ ３件 

・ 中 学 校       １０件（   １５件）  － ５件 

・ 高等学校        １１件（    ７件）  ＋ ４件 

 合  計      ５５件（  ５３件）  ＋ ２件 

 

②発生した学校数  

・ 小 学 校       ７７校（   ６３校）  ＋１４校 

・ 中 学 校       ３７校（   ２９校）  ＋ ８校   

・ 高等学校       ２５校（  １８校）  ＋ ７校  

 合  計     １３９校（ １１０校）  ＋２９校 
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（２）いじめの状況  

①認知件数 

・ 小 学 校   ２，７１８件 （２，７１７件） ＋   １件 

・ 中 学 校     ８０２件 （  ７２２件） ＋  ８０件 

・ 高等学校      ４０４件 （  ３８８件） ＋  １６件 

・ 特別支援学校   ２３８件 （  ２３０件） ＋   ８件 

合  計   ４，１６２件 （４，０５７件） ＋ １０５件 

※いじめの認知については、平成２８年度調査より、けんかやふざけ合い、暴力行為等についても、児童生徒の 

感じる被害性に着目し、積極的に認知を行うこととしている。                  

 

②認知学校数 

・ 小 学 校     ２８９校 （  ２８４校）  ＋ ５校 

・ 中 学 校     １４９校 （   １４６校）  ＋ ３校 

・ 高等学校       ７５校 （    ７４校）  ＋ １校 

・ 特別支援学校    ２２校 （    ２１校）  ＋ １校 

合  計     ５３５校 （  ５２５校）  ＋１０校 

※高等学校については、全日制、定時制、通信制をそれぞれ１校としている。 

 

③解消している（日常的に経過観察中）件数の割合                     

・ 小 学 校      ７４％ （ ７６％） 

・ 中 学 校      ７６％ （ ７６％） 

・ 高等学校       ７５％ （ ７４％） 

・ 特別支援学校    ６７％ （ ８３％） 

 平  均      ７４％ （ ７６％） 

 

④いじめの発見のきっかけ（小・中・高・特支）〔認知件数に対する割合〕                  

・ アンケート調査     １，５３６件〔３７％〕（１，６６７件〔４１％〕） 

・ 本人からの訴え       ８９１件〔２１％〕（  ９０１件〔２２％〕） 

・ 当該児童生徒（本人）の保護者からの訴え  ８６１件〔２１％〕（  ７６３件〔１９％〕） 

 

⑤いじめられた児童生徒の相談状況（小・中・高・特支）〔認知件数に対する割合〕※複数回答 

・  学級担任に相談     ３，２１１件〔７７％〕（３，２００件〔７９％〕） 

・ 保護者や家族に相談   １，３０１件〔３１％〕（  ９６５件〔２４％〕） 

・ 学級担任以外の教職員に相談 ４１２件〔１０％〕（  ３１９件〔 ８％〕） 

 

⑥いじめの態様  〔認知件数に対する割合〕※複数回答 

   【小学校】 

・ 冷やかしやからかい   １，５６３件〔５８％〕（１，５６１件〔５７％〕） 

・ 軽い暴力          ７３９件〔２７％〕（  ７４８件〔２８％〕） 

・ 嫌なことをさせられる    ４１７件〔１５％〕（  ４１８件〔１５％〕） 

 

   【中学校】 

    ・ 冷やかしやからかい     ５１１件〔６４％〕（  ３９４件〔６８％〕） 

・ 軽い暴力          １２７件〔１６％〕（  １０８件〔１５％〕） 

・ パソコン等で誹謗・中傷    ９５件〔１２％〕（   ８１件〔１１％〕） 
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【高等学校】 

    ・ 冷やかしやからかい     ２３９件〔５９％〕（  ２３８件〔６１％〕） 

    ・ パソコン等で誹謗・中傷    ７３件〔１８％〕（   ８０件〔２１％〕） 

    ・ 仲間はずれ          ５５件〔１４％〕（   ５２件〔１３％〕） 

 

   【特別支援学校】 

・ 軽い暴力           ７７件〔３２％〕（   ９１件〔４０％〕） 

・ 冷やかしやからかい      ６８件〔２９％〕（   ６７件〔２９％〕） 

    ・ 強い暴力            ８件〔 ３％〕（   １０件〔 ４％〕） 

 

※いじめの態様のうち、パソコンや携帯電話等を使ったいじめ 

    ・ 小学校            ３３件〔 １％〕（   ３０件〔 １％〕） 

    ・ 中学校            ９５件〔１２％〕（   ８１件〔１１％〕） 

    ・ 高等学校           ７３件〔１８％〕（   ８０件〔２１％〕） 

・ 特別支援学校          ２件〔 １％〕（    ２件〔 １％〕） 

 合 計            ２０３件〔 ５％〕（  １９３件〔 ５％〕） 

 

⑦いじめの日常的な実態把握のための学校の取組の割合 （  ）内は前年度調査 

取 組 小学校 中学校 高等学校 特別支援 

アンケート調査の実施 100％(100%) 100％(100%) 100％(100%) 92％( 92%) 

個別面談の実施 57％( 50%) 84％( 80%) 100％(100%) 46％( 62%) 

個人ノート等 30％( 31%) 95％( 90%) 13％( 15%) 31％( 31%) 

家庭訪問 24％( 23%) 43％( 38%) 9％( 13%) 12％( 19%) 

 

⑧いじめ防止対策推進法第 12条に規定する「地方いじめ防止基本方針」を策定した自治体数 

・ 市町村     ３５（３５）  

 

⑨いじめ防止対策推進法第 14条第1項に規定する「いじめ問題対策連絡協議会」を設置した自治体数 

  

 

 

 

 

⑩いじめ防止対策推進法及びいじめ防止基本方針に基づき、条例により「重大事態」の調査又は再調査 

を行うための機関を設置した自治体数 

県 
教育委員会の附属機関  １（ １） 

地方公共団体の長の附属機関  １（ １） 

市町村 
教育委員会の附属機関 ２３（２１） 

地方公共団体の長の附属機関 １９（１６） 

 

 

 

県 条例による設置ではないが、法の趣旨を踏まえた会議体  １（ １） 

市町村 
条例による設置 １９（１６） 

条例による設置ではないが、法の趣旨を踏まえた会議体 ７（ ８） 
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（３）小・中学校の長期欠席の状況  

①理由別長期欠席児童生徒数       (    )内は昨年度の人数 

※1年間に30日以上登校しなかった児童生徒の理由別の生徒数 

※「新型コロナウイルスの感染回避」は、新型コロナウイルスの感染を回避するため、本人又は保護者の意思で出席しない者、及び医

療的ケア児や基礎疾患児で登校すべきでないと校長が判断した者 

※「その他」は「病気」「経済的理由」「不登校」のいずれにも該当しないか、欠席理由が複数あり、主たる理由が特定できない者 

 

病気 
経済的

理由 
不登校 

 
新型コロ

ナウイル

スの感染

回避 

その他 合計 

 

うち90日 

以上欠席 

うち出席日

数10日以

下 

 

うち出席０

日 

小学校 

 

368 

(260) 

0 

(0) 

1497 

(1284) 

745 

  (588) 

127  

(106) 

39  

(37) 

302 

(478) 

454 

 (254) 

2621 

(2276) 

中学校 421 

(197) 

0 

(0) 

2885 

(2497) 

 1845  

(1564) 

367  

(318) 

95  

(96) 

87 

(206) 

213 

(162) 

3606 

(3062) 

計 789 

(457) 

0 

(0) 

4382 

(3781) 

   2590  

(2152) 

  494  

(424) 

134  

(133) 

389 

(684) 

667 

(416) 

6227 

(5338) 

 

②全児童生徒数に占める不登校児童生徒数の割合 

    ・ 小学校      １．６５ ％ （ １．３８％）  

    ・ 中学校     ５．８５ ％ （ ４．９８％） 

  ※長欠児童生徒数の割合 

    ・ 小学校    ２．８９ ％ （ ２．４４％） 

    ・ 中学校    ７．３１ ％  ( ６．１１％) 

  

③不登校の要因 

 

 

 
学校に係る状況 家庭に係る状況 本人に係る状況 左記に該当なし 

小学校 ２１０ ２２１ ９８８ ７８ 

中学校 ５８２ ２３６ １９９７ ７０ 

④指導の結果登校できるようになった児童生徒数〔不登校児童生徒数に占める割合〕 

・ 小学校       ３９１人〔２６％〕 （３５８人〔２８％〕） 

・ 中学校        ７８４人〔２７％〕 （６８０人〔２７％〕） 

 

⑤学校内外の専門家や機関等で相談・指導を受けた不登校児童生徒数 

○ 学校内 

・  スクールカウンセラー等       １，４１３人〔３２％〕（１，２５５人〔３８％〕） 

・  養護教諭による専門的な指導        ６０２人〔１４％〕（  ６０４人〔１９％〕） 

 

○ 学校外 

・ 教育支援センター            ４１０人〔 ９％〕（  ３８８人〔１０％〕）                     

・ 民間団体、民間施設           １５４人〔 ４％〕（  １０２人〔 ３％〕） 

・ 病院・診療所              ４３７人〔１０％〕（  ３７８人〔１０％〕） 

※主たる要因1つを選択。 

※左記に該当なし・・・本人や保護者と話しても、学校、家庭及び本人に係る状況に当てはまるものがない。 

 
 

学校種 

区分 
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⑥学校外の機関等で相談・指導を受けた不登校児童生徒のうち「指導要録上出席扱い」となった人数と割合 

・ 教育支援センター            ３４３人〔８４％〕（  ３０９人〔８０％〕） 

・ 民間団体、民間施設            ７６人〔４９％〕（   ４０人〔３９％〕） 

 

⑦教育支援センター（適応指導教室）の状況 

    ・ ３９カ所（３８カ所）  

 

（４）高等学校の長期欠席の状況  

①理由別長期欠席生徒数       (    )内は昨年度の人数 

※1年間に30日以上登校しなかった生徒の理由別の生徒数 

※「新型コロナウイルスの感染回避」は、新型コロナウイルスの感染を回避するため、本人又は保護者の意思で出席しない者、及び医

療的ケア児や基礎疾患児で登校すべきでないと校長が判断した者 

※「その他」は「病気」「経済的理由」「不登校」のいずれにも該当しないか、欠席理由が複数あり、主たる理由が特定できない者 

 

病気 
経済的

理由 
不登校 

 
新型コロ

ナウイル

スの感染

回避 

その他 合計 

 

うち90日 

以上欠席 

うち出席

日数10日

以下 

 

うち出席０日 

高等学校 

 

210 

(170) 

1 

(2) 

874 

(682) 

185 

  (125) 

20  

(18) 

3  

(9) 

21 

(10) 

482 

 (837) 

1588 

(1701) 

 

②全生徒数に占める不登校生徒数の割合               

    ・ 高等学校    ２．３６％ （ １．７９％）   

 

  ③不登校の要因  

 

  
 

学校に係る状況 家庭に係る状況 本人に係る状況 左記に該当なし 

高等学校 ２６１ ３８ ５４５ ３０ 

 

  ④指導の結果登校できるようになった生徒数〔不登校生徒数に占める割合〕     

                        ４１４人〔４７％〕 （ ２８８人〔４２％〕） 

 

 

⑤学校内外の専門家や機関等で相談・指導を受けた不登校生徒数 

５７７人〔６６％〕 （ ４８３人〔７１％〕） 

○ 学校内 

・  スクールカウンセラー等      ２７５人〔３１％〕 （ ２３１人〔３４％〕） 

・  養護教諭による専門的な指導    ２３９人〔２７％〕 （ １５１人〔２２％〕） 

○ 学校外 

・  病院、診療所           １４２人〔１６％〕  （ １４０人〔２１％〕） 

 

 

※主たる要因1つを選択。 

※左記に該当なし・・・本人や保護者と話しても、学校、家庭及び本人に係る状況に当てはまるものがない。 

 

学校種 

区分 
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（５）中途退学等の状況  

  ①中途退学者数           ５７７人（ ５７６人） 

         

  ②在籍者に占める割合        １．６％（ １．５％） 

   

③中途退学の事由        

    ・ 学校生活・学業不適応   ２４９人〔４３％〕( １９４人〔３４％〕） 

    ・ 進路変更         １６６人〔２９％〕（ １７７人〔３１％〕） 

    ・ 経済的理由          ２人〔 0.3％〕（   ２人〔 0.3％〕） 

 


